
道
路
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

道
路
法
の
一
部
改
正

一

国
土
交
通
大
臣
は
、
都
道
府
県
又
は
市
町
村
か
ら
要
請
が
あ
り
、
都
道
府
県
又
は
市
町
村
に
お
け
る
道
路
の
改
築
又
は

修
繕
に
関
す
る
工
事
の
実
施
体
制
等
を
勘
案
し
て
当
該
都
道
府
県
又
は
市
町
村
が
管
理
す
る
都
道
府
県
道
又
は
市
町
村
道

（
地
域
に
お
け
る
安
全
か
つ
円
滑
な
交
通
の
確
保
の
た
め
に
適
切
な
管
理
の
必
要
性
が
特
に
高
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に

限
る
。
）
を
構
成
す
る
一
定
の
施
設
又
は
工
作
物
の
改
築
又
は
修
繕
に
関
す
る
工
事
（
高
度
の
技
術
を
要
す
る
も
の
等
に

限
る
。
）
を
自
ら
行
う
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
事
務
の
支
障
の
な
い
範
囲
内
で
、

こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
七
条
及
び
第
二
十
七
条
関
係
）

二

道
路
管
理
者
は
、
道
路
の
維
持
又
は
修
繕
に
関
す
る
工
事
を
適
確
に
行
う
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
と
の
間
に

お
い
て
、
維
持
修
繕
協
定
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
二
条
の
二
関
係
）

三

交
通
上
密
接
な
関
連
を
有
す
る
道
路
の
管
理
を
行
う
二
以
上
の
道
路
管
理
者
は
、
こ
れ
ら
の
道
路
の
管
理
を
効
果
的
に

行
う
た
め
に
必
要
な
協
議
を
行
う
た
め
の
協
議
会
を
組
織
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
八
条
の
二
関
係
）



四

道
路
管
理
者
は
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
に
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場

合
に
お
い
て
は
、
区
域
を
指
定
し
て
道
路
の
占
用
を
禁
止
し
、
又
は
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
七
条
関
係
）

五

道
路
の
維
持
又
は
修
繕
に
関
す
る
技
術
的
基
準
は
、
道
路
の
修
繕
を
効
率
的
に
行
う
た
め
の
点
検
に
関
す
る
基
準
を
含

む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
十
二
条
関
係
）

六

国
土
交
通
大
臣
は
、
道
路
の
構
造
及
び
交
通
の
状
況
等
を
勘
案
し
て
、
道
路
の
構
造
の
保
全
等
を
図
る
た
め
、
車
両
の

幅
等
に
関
す
る
最
高
限
度
を
超
え
る
車
両
（
以
下
「
限
度
超
過
車
両
」
と
い
う
。
）
の
通
行
を
特
定
の
経
路
に
誘
導
す
る

こ
と
が
特
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
経
路
を
構
成
す
る
道
路
管
理
者
を
異
に
す
る
二
以
上

の
道
路
に
つ
い
て
、
当
該
道
路
管
理
者
と
協
議
し
て
、
限
度
超
過
車
両
の
通
行
を
誘
導
す
べ
き
道
路
と
し
て
指
定
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
国
土
交
通
大
臣
が
当
該
道
路
に
つ
い
て
第
四
十
七
条
の
二
第
一
項
の
許
可
に
関
す
る
権
限
を
行

う
と
き
は
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
当
該
道
路
管
理
者
へ
の
協
議
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
十
七
条
の
三
関
係
）

七

一
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
行
う
都
道
府
県
道
又
は
市
町
村
道
を
構
成
す
る
施
設
又
は
工
作
物
の
改
築
に
関
す



る
工
事
に
要
す
る
費
用
は
、
国
が
補
助
金
相
当
額
（
都
道
府
県
又
は
市
町
村
が
自
ら
当
該
工
事
を
行
う
こ
と
と
し
た
場
合

に
第
五
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
国
が
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
金
額
に
相
当
す
る
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
、
当
該
都
道
府
県
又
は
市
町
村
が
当
該
工
事
に
要
す
る
費
用
の
額
か
ら
補
助
金
相
当
額
を
控
除
し
た
額
を
負
担

す
る
も
の
と
し
、
修
繕
に
関
す
る
工
事
に
要
す
る
費
用
は
、
当
該
都
道
府
県
又
は
市
町
村
の
負
担
と
す
る
も
の
と
す
る
こ

と
。

（
第
五
十
一
条
関
係
）

八

道
路
管
理
者
は
、
限
度
超
過
車
両
を
所
有
し
、
若
し
く
は
通
行
さ
せ
る
者
等
に
対
し
、
道
路
管
理
上
必
要
な
報
告
を
さ

せ
、
又
は
そ
の
職
員
に
、
限
度
超
過
車
両
の
所
在
す
る
場
所
又
は
限
度
超
過
車
両
を
所
有
し
、
若
し
く
は
通
行
さ
せ
る
者

の
事
務
所
等
に
立
ち
入
り
、
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
七
十
二
条
の
二
関
係
）

九

八
の
規
定
に
違
反
し
て
、
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
検
査
を
拒
み
、
若
し
く
は
妨
げ
た
者
は

、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
百
四
条
関
係
）

十

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
二

道
路
整
備
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正

一

機
構
は
、
会
社
が
第
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
高
速
道
路
を
新
設
し
、
若
し
く
は
改
築
す
る
場
合
又
は
第
四
条
の



規
定
に
よ
り
高
速
道
路
の
維
持
、
修
繕
及
び
災
害
復
旧
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
高
速
道
路
の
道
路
管
理
者
に
代

わ
っ
て
、
そ
の
権
限
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

１

第
一
の
六
の
規
定
に
よ
り
協
議
等
を
す
る
こ
と
。

２

第
一
の
八
の
規
定
に
よ
り
必
要
な
報
告
を
さ
せ
、
又
は
そ
の
職
員
に
立
入
検
査
を
さ
せ
る
こ
と
。
（
第
八
条
関
係
）

二

会
社
は
、
第
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
高
速
道
路
を
新
設
し
、
若
し
く
は
改
築
す
る
場
合
又
は
第
四
条
の
規
定
に

よ
り
高
速
道
路
の
維
持
、
修
繕
及
び
災
害
復
旧
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
高
速
道
路
の
道
路
管
理
者
に
代
わ
っ
て

、
そ
の
権
限
の
う
ち
第
一
の
二
の
規
定
に
よ
り
維
持
修
繕
協
定
を
締
結
す
る
こ
と
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
九
条
関
係
）

三

地
方
道
路
公
社
は
、
第
十
条
第
一
項
の
許
可
等
を
受
け
て
道
路
を
新
設
し
、
若
し
く
は
改
築
す
る
場
合
、
第
十
四
条
の

規
定
に
よ
り
道
路
の
維
持
、
修
繕
及
び
災
害
復
旧
を
行
う
場
合
又
は
第
十
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
道
路
の
維
持
、

修
繕
又
は
災
害
復
旧
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
道
路
の
道
路
管
理
者
に
代
わ
っ
て
、
そ
の
権
限
の
う
ち
次
に
掲
げ

る
も
の
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

１

第
一
の
二
の
規
定
に
よ
り
維
持
修
繕
協
定
を
締
結
す
る
こ
と



２

第
一
の
六
の
規
定
に
よ
り
協
議
等
を
す
る
こ
と
。

３

第
一
の
八
の
規
定
に
よ
り
必
要
な
報
告
を
さ
せ
、
又
は
そ
の
職
員
に
立
入
検
査
を
さ
せ
る
こ
と
。（

第
十
七
条
関
係
）

四

道
路
管
理
者
は
、
会
社
管
理
高
速
道
路
に
つ
い
て
、
第
一
の
三
の
規
定
に
よ
り
協
議
会
を
組
織
す
る
権
限
を
行
お
う
と

す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
機
構
及
び
会
社
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
条
関
係
）

五

道
路
管
理
者
は
、
公
社
管
理
道
路
に
つ
い
て
、
第
一
の
三
の
規
定
に
よ
り
協
議
会
を
組
織
す
る
権
限
を
行
お
う
と
す
る

と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
地
方
道
路
公
社
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。（

第
三
十
一
条
関
係
）

六

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
三

道
路
整
備
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

一

第
一
の
一
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
行
う
都
道
府
県
道
又
は
市
町
村
道
を
構
成
す
る
施
設
又
は
工
作
物
の
改
築

又
は
修
繕
に
関
す
る
工
事
に
要
す
る
費
用
は
、
国
が
補
助
金
相
当
額
（
都
道
府
県
又
は
市
町
村
が
自
ら
当
該
工
事
を
行
う



こ
と
と
し
た
場
合
に
道
路
法
以
外
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
国
が
当
該
都
道
府
県
又
は
市
町
村
に
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る

金
額
に
相
当
す
る
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
、
当
該
都
道
府
県
又
は
市
町
村
が
当
該
工
事
に
要
す

る
費
用
の
額
か
ら
補
助
金
相
当
額
を
控
除
し
た
額
を
負
担
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
条
関
係
）

二

国
は
、
都
道
府
県
又
は
市
町
村
が
道
路
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
道
路
の
区
域
に
お
い
て
建

設
さ
れ
る
電
線
共
同
溝
の
占
用
予
定
者
に
対
し
電
線
共
同
溝
へ
の
電
線
の
敷
設
工
事
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
資
金
を
無

利
子
で
貸
し
付
け
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
貸
付
け
に
必
要
な
資
金
の
一
部
を
無
利
子
で
当
該
都
道
府
県
又
は
市
町
村
に

貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
条
関
係
）

三

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
四

附
則

一

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の

と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
一
の
六
の
改
正
規
定
、
第
一
の
八
の
改
正
規
定
等
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超

え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

道
路
整
備
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
を
定
め
る
も
の
と
す



る
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
関
係
）

三

所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
三
条
関
係
）

四

こ
の
法
律
の
施
行
状
況
に
関
す
る
検
討
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
四
条
関
係
）

五

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
五
条
及
び
第
六
条
関
係
）


